
告

示

別
表法

務
局
又
は
地
方
法
務
局

支
局
又
は
出
張
所

盛
岡
地
方
法
務
局

宮
古
支
局

東
京
法
務
局

世
田
谷
出
張
所
、
練

馬
出
張
所

大
阪
法
務
局

東
大
阪
支
局

神
戸
地
方
法
務
局

社
支
局
、
西
脇
出
張

所
、
洲
本
支
局

平成˜œ年˜˜月˜˜日 火曜日 第š�™ 号官 報
〇
防
衛
庁
告
示
第
百
九
十
六
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十

八
日
ま
で
（
予
備
、
同
月
二
十
九
日
）
の
間
、

毎
日
〇
六
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

野
島
埼
南
方
の
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Í
の
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
四
度
三
五
分
一
二
秒

東
経
一
四
〇
度
一
六
分
四
八
秒

Ë

北
緯
三
四
度
〇
八
分
一
二
秒

東
経
一
四
一
度
〇
一
分
四
八
秒

Ì

北
緯
三
三
度
四
四
分
一
二
秒

東
経
一
四
〇
度
二
二
分
四
八
秒

Í

北
緯
三
四
度
三
一
分
一
二
秒

東
経
一
四
〇
度
〇
七
分
四
八
秒

実
施
艦

自
衛
艦
七
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
百
九
十
七
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十

七
日
ま
で
（
予
備
、
同
月
二
十
八
日
）
の
間
、

毎
日
〇
六
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

豊
後
水
道
南
方
の
次
の
Ê
か
ら
Ï
ま
で
の
六
地

点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Ï
の
地

点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
二
度
〇
一
分
四
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

Ë

北
緯
三
二
度
〇
九
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Ì

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

Í

北
緯
三
二
度
〇
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Î

北
緯
三
一
度
四
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

Ï

北
緯
三
一
度
一
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

実
施
艦

自
衛
艦
七
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
百
九
十
八
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
（
予
備
、
同
月

二
十
七
日
）
〇
七
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

若
狭
湾
北
方
の
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Í
の
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
三
七
度
二
二
分
一
一
秒

東
経
一
三
五
度
三
九
分
四
九
秒

Ë

北
緯
三
七
度
〇
二
分
一
一
秒

東
経
一
三
五
度
三
九
分
四
九
秒

Ì

北
緯
三
六
度
四
〇
分
一
一
秒

東
経
一
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒

Í

北
緯
三
七
度
〇
〇
分
一
一
秒

東
経
一
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒

実
施
艦

自
衛
艦
三
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
百
九
十
九
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
（
予
備
、
同
月

二
十
八
日
）
〇
六
〇
〇
か
ら
二
〇
〇
〇
ま
で

区

域

沖
縄
島
東
方
の
次
の
Ê
か
ら
Í
ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Í
の
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
二
六
度
二
三
分
一
四
秒

東
経
一
二
八
度
一
九
分
五
三
秒

Ë

北
緯
二
七
度
〇
六
分
一
四
秒

東
経
一
二
九
度
〇
九
分
五
二
秒

Ì

北
緯
二
七
度
〇
六
分
一
四
秒

東
経
一
三
〇
度
五
九
分
五
二
秒

Í

北
緯
二
六
度
一
〇
分
一
五
秒

東
経
一
三
〇
度
五
九
分
五
二
秒

実
施
艦

自
衛
艦
二
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
庁
告
示
第
二
百
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

防
衛
庁
長
官

石
破

茂

日

時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
（
予
備
、
同
月

二
十
八
日
）
〇
六
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

沖
縄
島
南
東
方
の
次
の
Ê
か
ら
Ð
ま
で
の
七
地

点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
Ê
の
地
点
と
Ð
の
地

点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

Ê

北
緯
二
五
度
四
一
分
一
五
秒

東
経
一
二
八
度
五
一
分
五
三
秒

Ë

北
緯
二
五
度
四
八
分
三
七
秒

東
経
一
二
九
度
〇
二
分
一
九
秒

Ì

北
緯
二
五
度
四
四
分
一
五
秒

東
経
一
二
九
度
二
五
分
五
二
秒

Í

北
緯
二
五
度
四
四
分
一
五
秒

東
経
一
三
〇
度
一
〇
分
五
二
秒

Î

北
緯
二
五
度
四
三
分
二
四
秒

東
経
一
三
〇
度
三
五
分
五
二
秒

Ï

北
緯
二
五
度
四
一
分
一
五
秒

東
経
一
三
〇
度
四
四
分
五
二
秒

Ð

北
緯
二
四
度
五
三
分
一
五
秒

東
経
一
三
〇
度
〇
三
分
五
二
秒

実
施
艦

自
衛
艦
二
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
（
夜
間

は
紅
灯
）
を
掲
揚
す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
金
融
庁
告
示
第
四
十
八
号

三
井
ラ
イ
フ
損
害
保
険
株
式
会
社
が
保
険
契
約
の
全
部

に
係
る
保
険
契
約
の
移
転
を
し
た
こ
と
に
伴
い
、
保
険
業

法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
二
条
第
一

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
社
の
同
法
第
三
条
第
一
項

の
免
許
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
百
七
十

三
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

金
融
庁
長
官

高
木

祥
吉

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
八
十
二
号

不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
一
条
ノ
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
別
表
の
登
記
所
並
び
に
こ
れ
ら
の
登
記
所
及
び
平

成
十
五
年
十
一
月
四
日
法
務
省
告
示
第
五
百
七
十
二
号
指

定
の
登
記
所
を
同
項
の
登
記
所
に
指
定
す
る
。

こ
の
指
定
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
効

力
を
生
ず
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日法

務
大
臣

野
沢

太
三

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
二
十
三
号

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
七

条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
鹿
児
島
県

地
鶏
協
会
か
ら
地
鶏
肉
、
有
機
農
産
物
及
び
有
機
農
産
物

加
工
食
品
に
つ
い
て
の
認
定
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。平

成
十
五
年
十
一
月
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

™
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